平成１９年（行ウ）第６４８号　開発許可処分差止等請求事件

平成２０年（行ウ）第１０５号、１１８号　訴えの追加的併合申立事件

原告　　橘　充自　ほか

被告　　渋谷区、東京都
第８準備書面
－　崩壊した２つの樹林地論と検証の必要性　－
平成２０年８月２６日

東京地方裁判所民事第３８部　御中

原告ら訴訟代理人　弁護士　斉藤　驍　外
１　被告東京都の平成20年6月25日付準備書面（２）第１に対する反論

（１）１及び２について

　　①　被告東京都は、平成19年3月15日の現地調査を、（株）三菱地所の社員2名立ち会いの下、被告環境局自然環境部の担当職員2名で、約40分間かけて行ったと主張する。

　　②　本件土地の面積は約8963.74㎡、外周約407ｍである（物件目録、甲第６５号証）。一般に人が普通に歩く速度は時速4.3km程度とされているので、一度も立ち止まらずに外周を一回りしただけでも6分程度は要する広さである。

　　　　既に原告らが提出した写真から明らかなとおり、少なくとも外観上緑がうっそうと生い茂っている広大な敷地において、初めて現地を調査するたった2名の職員が、敷地を隈なく調査した上、40分という短時間で自然地とそうでない場所を認定できたはずはない。

　　　このような短時間で調査を完了できたのは、立ち会った（株）三菱地所の社員2名が指し示した場所に直行し、せいぜいおざなりに測量をして自然地が897㎡であるとの認定を下したからとしか考えられない。

　　　被告東京都の、いかなる調査も経ず、まず、「エリアＡ」「エリアＢ」「エリアＣ」を条例上の自然地と判断し、その後、そのエリアについて「視認による状況確認」、「実地測量」、「立会者からの事情聴取」等を実施したとの主張は、この事実を自ら明らかにするものである（被告東京都準備書面（２）　第１　２　9行目以降）。

（２）３について

　　　丙第3号証の記載のエリアのうち、「エリアＢ」は竹類が混然と繁茂している場所、とのことである（被告東京都準備書面（２）　第１　３　19行目以降）。このことから、「エリアＢ」のうち自然地と認定されたのは竹林のみであることが分かる。

丙第3号証記載の「エリアＢ」付近が写っている写真（甲第6号証　写真7、8、12、13及び15）を対照すると、確かに「エリアＢ」付近には竹林が存在している。ただし、これらの写真で見る限り、竹林部分はほんの一部分で、その両側及び向かい側には他の樹木が多数植わって樹林を形成している。「開発許可の手引き」（甲第４９号証）記載の自然地とされる樹林地の定義には、「樹木や竹類がまとまってある土地」が含まれているが、「エリアＢ」付近の竹林に近接している地帯はまさに「樹木がまとまってある土地」であるから、自然地とされる樹林地である。この地帯を測量すれば、「エリアＢ」付近の自然地の面積は307㎡をゆうに超し、本件敷地の自然地の面積はエリアＢだけで少なくとも1,000㎡を超えることになるのは確実である。
　（３）４について

　　　①「東京における自然の保護と回復に関する条例」（以下「東京都自然保護条例」という）第47条は、「樹林地、草地、農地、池沼等の自然地」との文言で、樹林地を自然地の代表例として挙げている。同条例規則第50条1項にも「自然地（樹林地、草地〈建築物その他の工作物の除却後、五年以上経過して自然が回復していると認められる土地を含む。〉、農地、池沼又はこれらに類する状態にある土地をいう。）」との文言で、やはり、自然地の代表は樹林地であることが明記されている。

　　　　　従って、4,380㎡の樹林を有する本件土地について、本条例が適用されるべきことは当然である。

②　ところが、被告東京都は、東京都自然保護条例に定義される「樹林」と、被告渋谷区の渋谷区みどりの確保に関する条例施行規則」に定義される「樹林」とは意義及び要件が異なるため、例え本件敷地内に渋谷区が認定した4,380㎡の「樹林地」が存在するとしても、東京都がその「樹林地」を「自然地」と認定しないことに何ら矛盾はないとの主張を展開する。

　　　　　しかし、東京都及び渋谷区のいずれの条例も、環境基本法をはじめ、景観法、都市緑地法等の環境関連法を上位法としているのであるから、同一の文言は同一の定義によってその内容を規定されているはずである。共通の上位法を持つそれぞれの下位法が同一の文言について異なる定義を持つことを許せば、法秩序の維持は全く期待できないものとなる。共通の上位法のひとつである都市緑地法は、「都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まって、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする」（第１条）と、良好な都市環境の形成を目的とすることを明確にし、第２条において緑地等の定義を定めている。１項の緑地とは「樹林地、草地、水辺地・・・その状況がこれらに類する土地が良好な自然的環境を形成しているものをいう」。注意すべきは、緑地の代表としてまず樹木の集団が存在する樹林地があげられ、良好な都市環境を確保する緑地は都市に於ける良好な自然的環境としていることである。この点だけからしても、東京都自然保護条例の趣旨、目的を把握できるばかりでなく、樹林地が都市のなかで自然的環境を形成するものであることにおいて、この条例と渋谷区の条例が定める「樹林地」は何の変わりもなく、違いがあってはならないことは自明のことである。これをして何か違うものであるかのように述べることこそ、三百代言の理と言わなければならない。

  　 ③　さらに、「自然地」と認定すべき「樹林地」についての被告東京都の主張は明らかな詭弁である。

　　　　　被告東京都が指摘するとおり、「開発許可の手引き」（甲第49号証）は、「樹林地」を「自然林（二次林を含む）、人工林のような樹木や竹類がまとまってある土地をいう。なお、防風林、屋敷林、動植物の生息・生育環境として自然環境上保全すべきものについても、樹林地として取扱う。」と定義している。この定義を日本語として正しく解釈すると、「樹林地」とは

　　　　　第一　自然林、人工林のような樹木や竹類がまとまってある土地

　　　　　第二　第一の定義に当てはまらない土地であっても、防風林、屋敷林、動植物の生息・生育環境として自然環境上保全すべきもの

　　　　ということになる。つまり、「開発許可の手引き」は、「樹木や竹類がまとまってある土地」を一律に「樹林地」とした上で、なお書きによって、「樹林地」と言えない程度の土地についても「自然環境上保全すべきもの」であればなお「樹林地」とするとして、「樹林地」の定義を「樹木や竹類がまとまってある土地」よりも拡大している。より簡単に言えば、「開発許可の手引き」は、「樹木や竹類がまとまってある土地」は無条件に、そうでない土地は条件付で「樹林地」とする、としているのである。

　　　　　ところが、被告東京都は、準備書面（２）においてこの定義を引用し、「自然地」と判定する要件は、「樹木等の集まりだけでなく、地面が人や自動車によって踏圧されておらず、昆虫類や植物の種子が地面下に進出し生息・生育することが可能であるなど、樹木等の集まりが動植物の生育・生息環境として成り立ちうるかを総合的にとらえ」たものだ、とする。しかし、「開発許可の手引き」の定義からはこのような解釈を引き出す余地はない。

　被告東京都は平成20年3月20日の調査を正当化するため、「樹林地」を「自然地」とみなすためには「樹木等の集まり」であるだけでは足りず、更に一定の条件が必要であるかのようにいうことは、ためにする法令の曲解である。このように、たった2文からなる簡単な定義について殊更解釈を誤った主張を行うことは、「自然地」でないとして開発事業者三菱地所等を免責した重大な違法をまさに取り繕おうとするもので、この本質を裁判所は充分看破すべきである。
　

　２　被告東京都提出の写真（丙第４号証）に対する意見

　（１）　①写真について

　　　　被告東京都は、添付図面の①地点で撮影した写真と主張するが、背景には、仮に①地点で撮影したならば写っているはずのものが写っておらず、真に①地点で撮影したかどうかを確認することができない。

　　　　また、比較対照可能な物や人物が写っていないことから、撮影された地点の広さを確認することも不可能である。

　（２）　②写真について

　　　①　被告東京都は、②写真を①写真の拡大であると主張するが、①写真には②写真にあるような柵や縁石は写っておらず、どの地点を「拡大」したものか全く不明である。

　　　　　被告東京都は添付図面②の位置で②写真を撮影したと主張するようだが、同写真には上部に僅かに写っている柵のようなもの以外、背景が写っていないため、撮影地点を特定することができない。

　　　②　本件敷地の北側駐車場と敷地外の道路を隔てているのは木板の塀であるが、本件敷地は道路と比較して約3メートルから5メートル高い位置にあり、本件敷地から見ると、木板の先は道路に向かって石壁の崖のようになっている。

　　　　　本写真では、縁石が塀のすぐ手前に置かれ、縁石までは地面が固く踏圧されているように見えるが、地面が塀ぎりぎりまで踏圧されていることが事実だとすると、この場所は北側駐車場ではあり得ない。北側駐車場は前述のような位置にあるため、本写真で見えるように地面が踏圧されるためには崖から転落しかねない場所まで崖に迫って車を停め続けなくてはならないが、そのような状況は考えられない。（株）羽澤ガーデンがこのような危険な場所を駐車場とするはずもなく、駐車させる者もいないことは自明のことであるからである。しかも（株）羽澤ガーデンは、400.72㎡にのぼる駐車場を正門の前に設けていたのであるから、なおさらである。

　　　③　さらに同写真では確かに土が踏み固められ、草一本生えていないようにも見える。

しかし、（株）羽澤ガーデンがレストラン営業を終了して本件土地から撤退したのは平成17年末であるから、本写真撮影日とされる平成19年3月20日までには約1年3ヶ月の駐車場を使用していない期間が存在するのに、それでも草一本も生えない状況は考えにくい。

　　　　　そこで、同写真の左隅をよく見ると、実はブルーのシートのようなものが地面に敷かれて襞状になっているのが分かる。このシートは縁石の約1ｃｍ（写真上）手前まで敷かれている。縁石とシートの間には、落ち葉と緑色のコケのようなものが見えている。

　　　　　つまり、踏み固められた土に見えていたのは、地面の上に敷かれたブルーのシートに薄く乗っている土か砂であり、シートをめくれば踏み固められていない、コケの生えた地面が現れるはずである。

　　　④　また、写真上部及び右端にのみ落ち葉があり、中央付近には落ち葉が存在しないのも不自然である。

　　　　　本写真撮影直前までシートの上に何か（例えば車）が存在していたか、撮影前に何らかの意図を持って落ち葉を掃き出したりしたとしか考えられない。

（３）平成19年3月15日の前記東京都の調査から3月余りしか経過していない同年7月7日と8日（甲第26号証）に（株）日山が行った本件敷地内部の「見学会」の際には、本写真の撮影地点とされる北側駐車場付近にこのようにまとまった空き地は存在せず、実際の北側駐車場の塀付近には樹木や草が連続的に繁茂していて、写真②にあるよう樹木や草が途絶える場所はなかった。

また、北側駐車場付近の地面は車が通過すると轍ができるような柔らかい土であったことをも原告らは現認しており、本写真が被告東京都が主張する場所で撮影されたものであるかどうかさえ極めて疑わしい。
　（４）そこで、被告東京都に対しては、

　　Ａ・①　①写真及び②写真の撮影地点及び方向を明らかにする調査時に作成した図面、調査報告書等の文書、写真、ＣＤ－ＲＯＭ等及び客観的な図面、文書、もの等

　　　　②　①写真及び②写真の撮影日時を明らかにする上記と同様のもの

　　　　③　①写真及び②写真に写っている地点の位置、形状、面積を明らかにする上記と同様のもの

　　　　④　②写真と同じ地点でシートをめくった状態を明らかにする上記と同様のもの

　　　　⑤　羽澤ガーデンの敷地内で「自然地」を選別するために撮影した写真全部、とりわけ上記２葉の写真のネガ及び写真を除く上記と同様のもの

　　　の提出、

　　Ｂ・①「駐車場」としているところの位置、形状、面積を上記の資料を添えて特定すること

②　上記２葉の写真が示しているとされる「駐車場」の他に「自然地」ではないところがあるのか。あるとすればどこにいくつあるのか。位置、形状、面積を特定すること及びその根拠を示す上記の資料をあわせて提出すること。少なくとも調査時の図面と真正な写真等を提出して特定すること

　　を求める。

　

３　検証の必要性について

（１）被告東京都は、撮影地点すら定かでない2葉の写真を以って、本件敷地内の樹林を「自然地」ではないと判断した正当な根拠としている。しかし、本件敷地内には「自然地」と認定されるべき4,380㎡にも及ぶ樹林が存在する、というのが原告らの主張であるから、丙第4号証のたった2葉の写真が原告の主張を覆す証拠となり得ないのは明らかである。

　　　（２）原告らはこれまで一連の証拠（平成17年以前の写真、平成17年までの管理者からの聴取、外観の写真、航空写真等）を使って、本件敷地内に4,380㎡の樹林、すなわち自然地が存在することを立証してきた。
　　　　　　しかし、被告東京都はこれを争い、平成19年3月20日の調査の際に撮影した写真等の資料を多数所持しているはずであるのに、そのうちの2葉（しかも、前述のとおり、撮影地点や撮影方法については勿論、成立そのものに重大な疑義があるもの）しか提出していない。これは本訴に対する被告東京都の不誠実な態度を如実に示すものであるし、仮に、写真がこの2葉しか存在しないのであれば、何をか言わんやということになる。

　　　　　　いずれにしても、被告東京都の「自然地」の認定が、ためにする違法なものである疑いは否定し難いものであるが、真実は、何よりも本件土地の現場にある。これを検証するに如くはなく、被告東京都が争っている限り、公正な裁判をするうえで回避することのできない審理手段であることは過言を要しない。いつ解体・伐採がなされるか予断を許さず、かつ被告東京都は自然地の存在すら前述のとおり争っているのであるから、直ちに検証を行うべきである。
また、羽澤ガーデンが今では極めて希少となった大正初期を代表する建物と緑なる庭園が一体となった重要な文化財であることも現場を検証すれば充分認識できることはいうまでもないところである。この点からしても、検証は急がなければならない。

　　　　

以　上
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